
  

件
名 銀

行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で

あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
等
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
格
付
機
関
及
び
適
格
格
付
機
関
の
格

付
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
別
に
定
め
る
区
分
の
一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件 

         



  

- 1 - 

○
金
融
庁
告
示
第 

 
 

号 
農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
十
八
年
金 

融 

庁

農
林
水
産
省
告
示
第
四
号
）
第
一
条
第
十

号
及
び
第
十
一
号
並
び
に
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中 

金 

融 

庁 

央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
二
十
年
財 

務 

省
告
示
第
二
号
）
第
一
条
第
十
一
号
及
び 

経
済
産
業
省 

第
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資

本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
等
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
格
付
機
関

及
び
適
格
格
付
機
関
の
格
付
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
別
に
定
め
る
区
分
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
令
和
四
年
金
融
庁
告
示
第

二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
五
年 

 

月 
 

 

日 

金
融
庁
長
官 

中
島 

淳
一 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
号
を
加
え
る
。 

  



 
 

 

 

- 2 - 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

附 

則 

附 

則 
 

 

（
経
過
措
置
） 

（
経
過
措
置
） 

２ 

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
自
己
資
本
比
率
の

算
出
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
条

及
び
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

［
同
上
］ 

［
一
・
二 

略
］ 

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

農
林
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
令
和
五
年

金 

融 

庁

農
林
水
産
省
告
示
第 

 
 

号

）
附
則
第
二
条
第
一
項 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

四 

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

金 

融 

判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
令
和
五
年
財 

務 

経
済
産 

 

庁 
 

省
告
示
第 

 
 

号
）
附
則
第
二
条
第
一
項 

業
省 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

  


